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第１章 申請のてびき 

 

１ 家庭の教育力パワーアップ事業とは 

 

 

    この事業は、保護者同士や地域とのつながりの中で、家庭教育の重要性につ

いて理解を深め、子どもの成長に喜びや生きがいを感じながら、保護者として

成長しようとする活動を行う地域グループを支援し、もって家庭の教育力の向

上を図ることを目的としています。（Ｐ47の「家庭の教育力パワーアップ事業

助成金交付要綱」（以下、「要綱」といいます。）第２条をご参照ください。） 

 

 

    保護者や地域ボランティアで構成され、かつ、小・中学生の保護者が原則と

して10人以上含まれている地域グループが行う（１）に掲げる活動に対して、

地域グループからの申請に基づき、活動経費の助成を行います。また、活動実

施上の相談等に応じます。 

    地域グループは、会員の総意で運営され、目的達成のため具体的な事業を企

画し、実施します。 

   （Ｐ２の「地域グループの組織化」とＰ47の要綱第３条をご参照ください。） 

 

 

 

 (1) 目的 

 (2) 概要 

 (3) 助成対象事業 

概   要 活 動 の 例 

 

子どもの基本的生活習慣の確立や

子どもとの接し方など、家庭教育の

重要性についての理解を深める学

習活動や、その学習成果を活かし、

親子でのコミュニケーション等を

促進するための体験活動に対し、助

成を行います。 

 

（Ｐ48の要綱第５条をご参照くだ

さい。） 

 

○家庭教育に関する学習会 

・基本的な生活習慣を子どもたちに定着

させるための基礎知識を学ぶ 

・メディアが子どもたちに与える影響な

どを学ぶ 

・不登校について考える 

・発達障がいについて学ぶ など 

 

○学習の成果を活かした、親子体験学習 

・読み聞かせ 

・自然体験 

・ものづくり など 

（Ｐ９～10の「８ 主な事業例」をご参

照ください。） 
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２ 事業実施組織 

 

 

   家庭の教育力パワーアップ事業の実施にあたり、学習活動を企画し、実施する

組織として、まず、地域グループを立ち上げてください。ただし、活動の目的や

内容が家庭の教育力パワーアップ事業の趣旨に合えば、既存の地域グループでも

かまいません。 

  

  ● 構成                               

・会員として、小・中学生の保護者が原則として10人以上含まれている地域グ

ループとします。 

・小・中学生の保護者が10人以上であれば、就学前児童や中学校を卒業した子

の保護者も会員として参加できます。また、会員とは別に、地域グループの

活動を支援する地域ボランティアの参加も可能です。 

   ・地域グループの会員は、福岡市内に居住している者とします。 

・地域グループの役員として、会員の中から代表（または委員長、会長など）、

副代表（または副委員長、副会長など）、会計責任者、監事を必ず置いてく

ださい。なお、役員の人数に制限はありません。 

・地域グループの会則を備えてください。（Ｐ11～12の「９ 地域グループ会

則（例）」をご参照ください。） 

  ● 活動 

・会員の家庭教育に関する学習会は、年２回以上（上半期に１回以上、下半期

に１回以上）企画し、実施するものとします。 

・活動は、主に福岡市内で実施するものとします。ただし、親子体験学習の内

容に応じて、福岡県内や他県で実施できるものとします。 

    

 

３ 地域グループへの支援体制 

 

 

福岡市地域の教育力育成・支援協議会（以下、「協議会」といいます。）は、

家庭の教育力パワーアップ事業を実施するために、福岡市教育委員会と関係団体

等で構成された組織であり、地域グループからの申請に基づき、審査を経て助成

金の交付を行います。また、地域グループの活動における講師の選定や計画づく

り等に関して、地域グループからの相談に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 

  地域グループの組織化 

  地域の教育力育成・支援協議会の支援 
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４ 助成金交付申請について 
 

 

助成金交付申請書（様式【家】第１号）に、事業計画書（様式【家】第２号 

  その１～その５）と地域グループの会則を添付して、協議会に提出してくださ 

  い。（Ｐ25～30の「《記入例》」をご参照ください。） 

  ● 提出するもの 

    ・助成金交付申請書（様式【家】第１号） 

    ・事業計画書（様式【家】第２号 その１～その５） 

    ・地域グループの会則 

※様式は福岡市教育委員会ホームページからダウンロードできます。 

（Ｐ22のよくある質問（７）その他をご参照ください。） 

● 提出期限及び方法：令和６年５月８日（水）必着で、郵送、FAX、電子メール

または持参で協議会に提出してください。 

● 助成対象期間：令和６年４月１日～令和７年３月31日 

● 助成対象経費：Ｐ５の「５ 助成対象経費」をご参照ください。 

● 助成額 

・助成額は、助成対象経費の５分の４以内で、１円未満は切り捨てです。例

えば、助成対象経費が168,221円の場合は、助成額は134,576円です。 

・助成の対象外である経費は、助成額の算定基礎となる金額（上の例では 

168,221円）には含みません。 

● 助成上限額 

    ・助成上限額は、30万円です。 

※各地域グループの助成金交付申請額の総計が協議会の予算を超える場合

は、助成上限額が30万円から減額されることがあります。 

  

   【注意事項】 

・福岡市及び福岡市が補助している団体などの補助制度の適用を受けている

事業や、その他、助成することがふさわしくないと協議会の会長が認める

事業は、助成対象事業ではありません。 

・助成金交付申請時の助成対象経費を上回る金額を支出しても追加交付はあ

りませんので、しっかりと計画を立てた上で申請してください。 

・助成金交付申請後、申請内容等を確認するため、地域グループの代表者に

面接を行う場合があります。 

    ・助成金交付申請書の作成に際しては、何のために、どのような学習活動を

行うのかをはっきりさせるために、地域グループの中で十分な話し合いを

しましょう。 

    ・責任者（会場の設営、講師との連絡、現金の取扱いなど）や必要に応じた

役割担当者を決め、事業を円滑に運営しましょう。 

・特定の会員や地域ボランティアに負担が偏らないよう、全員が少しずつ役

割分担しましょう。 

（助成対象や助成額については、Ｐ48～49の要綱第５条～第７条、第６条別

表をご参照ください。） 

 (1) 助成金交付申請 
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  助成金交付申請の内容を協議会で審査の上、交付の可否について決定し、各地

域グループの代表者あてに文書で通知します。 

 

 

    助成金は、交付決定後に各地域グループ名義の金融機関口座へ振り込みます。

交付決定通知書を受け取ったら、同封されている振込依頼書兼請求書（様式【家】

第７号）に必要事項を記載し、提出してください。 

口座の名義は必ず「◇◇（地域グループ名）□□（役職）○○ ○○（代表者

名または会計責任者名）」とし、家庭の教育力パワーアップ事業以外の経費と混

同しないように注意してください。（Ｐ13の「１ 口座開設」をご参照くださ

い。） 

 

 

５ 助成対象経費 

 

 
助成金は公金であるため、次に掲げる項目に留意のうえ、地域グループの責任

において、適切な取り扱いをお願いします。 
 

● 支出が事業の目的に合致する活動に関するものであること 

助成金は、活動に資するため必要な経費の一部として、地域グループに交

付するものです。各事業のてびきに従って使用するものとし、それ以外のも

のに充てることはできません。 

 

● 支出に合理性と必要性があること 

事業の活動の目的を十分に踏まえ、その支出に合理性と必要性を欠くもの

があってはいけません。例えば、必要とされる数量を超えた物品の購入など

は適切ではなく、事業後に個人の所有物となるものへの支出はできません。 

 

● 支出に要した金額や経費負担のあり方に妥当性があること 

支出金額が、社会通念上、相当と認められる範囲内であることが必要です。

支出金額が著しく高額であったり、不自然であったりするなど妥当性に欠け

るものは適切ではありません。 

 

● 団体構成員に対する支出は実費弁償に限り、報酬や謝金を支出することはで

きません。 

 
● 支出の手続きが適正であること 

助成金の財源が公金であることを踏まえ、その支出にあたっては、各事

業のてびきを遵守するなど、適正な手続きにより支出し、領収書等の証拠

書類を適切に整えて手続きの透明性を保ちましょう。 

 (2) 交付決定 

 (3) 助成金の振込 

  (1)助成金を支出するにあたっての基本的な考え方 
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● 経費として認められるもの 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の代金の支払いに係る振込手数料を含みます。 

 

  ● 経費として認められないもの（例示） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※例示にない内容であり支出の可否が不明な場合は、協議会に必ずお問い合

わせください。経費として認められないものに対して支出した場合、助成

金を返還していただくことになります。 

    

※オンラインで学習会を開く際のWi-Fi機器のレンタルは、契約日数を使用

日に合わせた最短のものにして、なるべく１日単位のプランが存在するプ

ロバイダと契約してください。使用日以外に渡る長期レンタルの契約料や

参加者毎の個別レンタル料は助成金対象経費として認められません。な

お、福岡市のすべての公民館には「公民館Wi-Fi」が整備されていますの

  (2) 経費の例示 

費 目 例  示 

謝 礼 金 

学習活動等に招く外部講師への謝礼 など 

（Ｐ７の「６ 講師謝礼金単価基準（上限額）」をご参

照ください。） 

交 通 費 
親子体験活動に要する貸切バス代、研修会への参加に要

する公共交通機関利用料金、ガソリン代 など 

印刷消耗品費 

会議資料等の印刷代、用紙・事務用品代、地域グルー

プで使用するテキスト・教材、金融機関登録印、材料

費（食材を含む）など 

茶 菓 代 
学習会、事業の企画実施に関する打ち合わせに要する茶

菓代 など 

通 信 費 
切手はがき代、郵送料、電話代、オンラインで学習会を

開く際のWi-Fi機器レンタル代 など  

保 険 料 

親子体験活動等を実施する際に加入するグループ保険

料 など 

※活動に際しては、グループ保険等に加入することをお

勧めします。特に親子体験活動等を実施する場合に

は、保険に加入して万一の事故に備えましょう。 

借 損 料 
学習会・講演会等を開催する際の会場使用料、物品等

の使用料、学習施設等への入場料 など 

・会員及び地域ボランティアに対する賃金・謝礼金、イベント等の動員謝

礼金等の人件費 

・個人の所有物となるテキスト・教材等 

・弁当代、食事代、アルコール飲料代 

・翌年度に使用する物品の購入費 

・価格が５万円以上のもの 

・生花、洋裁等あるいは、珠算、習字、教科学習等の習い事に係る経費 

・その他、事業目的外の経費 
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で、公民館にて活動を行う場合は、積極的にご活用ください。 

【Wi-Fiレンタル利用の例】 

８月20日にオンラインで学習会を行いたい。当日に間に合わないと困

るので、前日までに機材を準備したい。 

     →８月19日（前日）と８月20日（当日）の２日間でレンタル契約した

場合は、助成金対象経費として認められます。 

    →８月１日～８月31日の１ヶ月間でレンタル契約した場合は、助成金

対象経費として認められません。 

 

 

６ 講師謝礼金単価基準（上限額） 

  

 

 ・謝礼金の単価には、講師の会場までの福岡市内の交通費と消費税が含まれま

す。 

   ・上記の表の金額は上限ですので、これより低い金額でもかまいません。 

   ・上記の表に記載のない講師区分の者を講師として検討する場合は、協議会に

必ず事前にご確認ください。 

 

 

７ 事業の企画実施にあたっての留意点 

 

 

   ・会員の中から事務担当者や会計担当者などの実務担当者を決めてください。 

   ・助成金は公金であり、透明性の確保が必要です。関係書類（預金通帳、 

出納簿、レシート・領収書等）の管理には十分注意してください。 

   ・地域グループの運営を円滑にするため、会則に基づき、運営会議にて事業の 

企画実施で必要なことを決定してください。 

    

 

   ・家庭教育において会員の皆さんが抱える課題とあるべき姿（目指すべき状 

態）を地域グループ内で共有しましょう。 

   ・課題に対して地域グループとしてできることや会員の皆さんの強みを把握 

講 師 区 分 
講師単価上限 

（円／時間） 

大学教授及びこれに準じるもの ９，０００ 

大学准教授及びこれに準じるもの ７，７００ 

大学講師及びこれに準じるもの（臨床心理士、管理栄養士等） ６，０００ 

福岡市立学校教師（ただし、職務外）及びこれに準じるもの 

（栄養士、保育士、カルチャーセンター講師等） 
３，４００ 

地域指導者（地域の読み聞かせ指導者、大学生等） ２，３００ 

 (1) 地域グループ運営にあたって 

 (2) 会員の皆さんの思いを形にする事業計画をつくるために 
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しましょう。 

   ・地域グループ内でよく話し合って、各事業の目標を設定しましょう。 

   ・校区や学校などの行事を把握し、各事業のスケジュールが重ならないように 

しましょう。 

 

 

    ・学習会の講師依頼や会場確保など、必須の事項に関しては見通しをもって早

めに動きましょう。なお、福岡市立の施設は、早期の予約や使用料の減免が

できる場合がありますので、施設の利用を検討する場合は各施設に事前にお

問い合わせください。 

・学習会を実施したときは、事業報告書（様式【家】第４号その５）に記録し

てください。 

・出納簿の整理などの会計処理は、出金・執行等の際にその都度、確実に行い

ましょう。 

・講師の選定や事業の企画等でわからないことがあれば、協議会にご相談くだ

さい。 

・協議会の事務局員が各地域グループの活動を視察しますので、学習会のスケ

ジュールを速やかに決定し、事務局へ必ず連絡してください。 

・学習会の参加募集チラシを作成したり、地域グループの活動内容を紹介する

会員募集チラシを作成したりして、会員以外の地域の人にも地域グループの

活動を知ってもらい、交流を図りましょう。 

・公民館にチラシの設置等を依頼する場合は、地域グループの活動内容等を公

民館の職員に説明して、協力を依頼しましょう。 

 

 

 

・地域グループとしての目標が達成できているのか、定期的にチェックし、達

成できていなければ何が不足しているのかを把握して、今後の活動に生かし

ましょう。 

   ・事業への会員の参加状況をチェックし、さらに参加者を増やしたい、あるい

は来てほしい会員が参加していない等の課題があれば、改善の方法を地域グ

ループ内で検討しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 事業の実施にあたって 

 (4) 次の活動につなげていくために 
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８ 主な事業例 

 
● 家庭教育に関する学習会は、事業の基本となる活動です。年２回以上（上半

期に１回以上、下半期に１回以上）計画してください。（事業例１） 

● 学習会の成果を活かし、親子でのコミュニケーション等を促進するための体

験活動をあわせて計画することができます。（事業例２～６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業例２ 事業名：親子のふれあい自然体験 参加対象者：小・中学生の親子 

事業の目的：親子いっしょに野外活動を行い、親子のコミュニケーションを深めるとと

もに、自然体験を通して親子ともに学ぶ力を育てる。 

日程：○月○日～○日（１泊２日） 

内容：親子いっしょのさまざまな体験活動 

   ① 親子での昆虫・植物観察、川遊び 

   ② 野外で行う親子での自炊料理 

   ③ 自然にある物を使った親子工作教室 

   ④ 親子を基本にしたテント泊 

 

事業例１ 事業名：親のための学び舎講座 参加対象者：小・中学生の保護者 

事業の目的：子どもたちの学力向上につながる基本的生活習慣や家庭学習の定着のた

め、必要な知識と実践を学ぶ。 

日程：○月○日、○月○日、○月○日、○月○日、○月○日 計５日 

１．学習テーマ 

  第１回 基本的な生活習慣を子どもたちに定着させるための基礎知識を学ぶ 

  第２回 メディアが子どもたちに与える影響などを学ぶ 

  第３回 親と子どもの心育てについて 

  第４回 親子でいっしょに読書を（読み聞かせや読書の重要性） 

  第５回 子どもの発達段階と親のかかわり方（発達段階ごとの姿とそれに応じて

親が心がけたいこと） 

 

２．学習の進め方 

 (1) 学習テーマについて、保護者自身の子どもの頃の体験を語り合う。 

 (2) 現在の子育ての状況について語り合う。 

 (3) 講師から学習テーマについての講義を聴く。 

 (4) 講義で学んだことを踏まえて、各自が実行すること、そのために必要なことを

書き出し発表しあう。その他のメンバーからアドバイスや手伝えることなどを出

し合う。 

 (5) もう一度各自がこれから実行することを整理する。それを発表し合い、共に実

行していく動機づけとする。 

 

３．次への展開 

  具体的に実行していくために、さらに学習が必要な事項について、計画を立て、

学習を行う。（具体例：事業№２～６） 
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事業例３ 事業名：親子で料理をつくろう 参加対象者：小・中学生の親子 

事業の目的：親子での調理実習を通して、親子のコミュニケーションを深めるととも

に、食育として親子ともに「食」の大切さを学び、好ましい食習慣と自

らの健康を守ることのできる能力を身につける。 

日程：○月○日 

内容：講師指導による調理実習 

   ①講師による食育に関する講話 

   ②料理及びその調理方法の説明 

   ③親子での調理実習 

   ④試食及びまとめ 

 

事業例４ 事業名：親子読み聞かせ 参加対象者：小学生の親子 

事業の目的：読み聞かせの方法を学び、読み聞かせを体験することを通して、親子の

コミュニケーションを深めるとともに、親子ともに本に対する興味を

深め、聞く力・イメージする力を育てる。 

日程：○月○日、○月○日 

内容：保護者を対象にした読み聞かせについての説明及び親子を対象にした読み聞

かせなど 

   ①よい本の選び方・与え方、読み聞かせのコツ 

   ②絵本の読み聞かせ 

   ③おはなし 

   ④パネルシアター 

   ⑤手遊び、歌遊び 

 

事業例５ 事業名：親子でものづくり 参加対象者：小・中学生の親子 

事業の目的：親子でのものづくり体験を通して、親子のコミュニケーションを深める

とともに、親子ともに創意工夫する力や集中力を育てる。 

日程：○月○日、○月○日、○月○日 

内容：さまざまな工作教室や科学実験教室等を親子で行う。 

   ○ペーパークラフト 

   ○ペットボトルを使った工作 

   ○バルーンアート 

   ○牛乳パックを使った工作 

   ○スライムを作ろう 

   ○いろいろな科学実験など 

 

事業例６ 事業名：親子で昔の遊び 参加対象者：小・中学生の親子 

事業の目的：親子と高齢者との交流を通して、親子のコミュニケーションを深めると

ともに、他者とのコミュニケーション能力の向上を図る。 

日程：○月○日 

内容：地域の高齢者に依頼し、親子で昔の遊びを体験する。 

   ○竹とんぼ、こま回し、メンコ、ゴム鉄砲 

   ○ビー玉、ゴムとび、かごめかごめなど 
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９ 地域グループ会則（例） 
   

会則を新たに作成する地域グループは、この例を参考にしてみてください。 

 

 おひさま  会則 
 

 

（名称及び活動の場） 

第１条 本会は、 おひさま と称し、 ○○公民館 を主な活動の場とする。 

 

（目的） 

第２条 本会は、基本的生活習慣の確立や子どもとの接し方など、家庭教育の重要性につい

て理解を深める学習活動や、その学習成果を活かし、親子でのコミュニケーション等を促

進するための体験活動を行い、家庭の教育力の向上に資することを目的とする。 

 

（事業） 

第３条 本会は、第２条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。 

 (１) 家庭教育・家庭学習に関する学習会 

 (２) 保護者と子どものコミュニケーションの促進を図るための親子体験活動 

 (３) その他目的達成のために必要な事業 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、この会の趣旨に賛同し、参加する保護者とする。 

 

（地域ボランティア） 

第５条 本会に本会の活動を支援する地域ボランティアを登録することができる。 

 

（役員の構成及び任期） 

第６条 本会に次の役員を置く。役員は会員の中から互選するものとする。 

 (１) 代表（または委員長、会長など）    １人 

 (２) 副代表（または副委員長、副会長など） １人 

 (３) 会計責任者              １人 

 (４) 監事                 １人 

 

（役員の任期） 

第７条 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（役員の職務） 

第８条 代表（または委員長、会長など）は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副代表（または副委員長、副会長など）は、代表（または委員長、会長など）を補佐し、

代表（または委員長、会長など）に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 会計責任者は、本会の会計を担当する。 

４ 監事は、本会の会計経理を監査する。 

 

（運営会議） 

第９条 本グループの運営に関する重要な事項を審議決定するための運営会議を置き、会員

及び地域ボランティアの出席をもって開催する。 

２ 運営会議は代表（または委員長、会長など）が招集し、その議長となる。 

会員の人数が多い場合は、代表以外の役員を

複数にして差し支えありません。 
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３ 運営会議は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところ

による。 

 

（事業に関する実施規定） 

第10条 第３条にかかげる事業の執行に関し必要な事項は、運営会議の議決を得て別に定め

る。 

 

（経費） 

第11条 本会の経費は、会費、助成金その他の収入金をもって支弁する。 

２ 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わる。 

 

（会則の改廃） 

第12条 この会則を改廃しようとするときは、運営会議において出席者の過半数の同意を得な

ければならない。 

 

（細則） 

第13条 この会則に定めるもののほか、本会の運営上必要な事項は、運営会議において別に

定める。 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

 この会則は、令和 ○ 年 ○ 月 ○ 日から施行する。 
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第２章 会計処理のてびき 

 
１ 口座開設 
 

助成金は各地域グループ名義の金融機関口座に振り込まれますので、普通預金

口座を開設してください。 

   

 

   名義は、代表者または会計責任者とし、「地域グループ名＋役職＋氏名」で作

成してください。 

 

   例えば、 

    地域グループ名：おひさま 

    代表者氏名：博多 花子 

    会計責任者氏名：中州 太郎 

   の場合は、 

 

 

 

   または 

 

 

 

   とします。 

    必ず「助成金交付決定通知書」に書かれている地域グループ名を使用してく

ださい。 

    なお、前年度に助成を受けた地域グループは、引き続き前年度の通帳を利用

することができます。 

    また、代表者や会計責任者の個人の口座は助成金の振込先としてご利用いた

だけませんので、ご注意ください。 

 

 

   口座を開設する際に、金融機関から入金を求められることがあります。 

また、金融機関登録印は、お手持ちのものを使っても、新しく作ってもかまい

ません。 

なお、金融機関によっては、口座の開設に１か月程度の時間を要する場合があ

ります。 

   その他、必要な本人確認書類など手続きの詳細は、金融機関の窓口でお尋ねく

ださい。 

 

 

    

 

 (1) 口座の名義 

 (2) 口座開設の留意点 

おひさま 代表 博多 花子 

おひさま 会計 中州 太郎 
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２ 助成金の請求 

 

 

   助成金交付決定通知書と一緒に、「振込依頼書兼請求書」（様式【家】第７号）

を送付します。金額、口座番号、名義等、必要事項を記入してください。口座番

号などが間違っていると振込ができませんので、提出前に記載内容をきちんと確

認してください。 

    

 

 

 

   振込依頼書兼請求書への記入が終わったら、郵送、FAX、電子メールまたは持参

で協議会に提出してください。 

   不備がなければ、提出後２週間前後で助成金を振り込み、その旨を文書で地域

グループの代表者に通知します。 

 

 

３ 振込の確認と立替払いの精算 

 

 

   振込の通知文書を受け取ったら、通帳に記帳するなどして、振込依頼書兼請求

書に記載した額と同額が振り込まれていることを確認してください。 

   もし金額に間違いがあった場合は、協議会まで至急ご連絡ください。 

 

 

 

   地域グループとしての活動を開始してから助成金が振り込まれるまでの間に

立替払いをしている場合は、すみやかに精算しましょう。ただし、立替払いがで

きる対象は、令和６年４月１日以降に支出した分のみです。 

   なお、立替払いの精算にあたっては、以下のように会計処理を進めてください。 

   

  ① 立替払いをした額のうち、対象経費になる分を口座からおろします。 

  ② 立替払いをしていた人に支払います。 

なお、立替払いをしていた人がその分を受け取ったことを証明する領収書は

必要ありません。 

※立替払いで購入した物品のレシートや領収書等、証拠となる書類は事業実績

報告の添付資料として必要です。 

  ③ 金銭出納簿(様式【家】第５号)に記帳します。（Ｐ38の「《記入例》」をご

参照ください。） 

  

 

 

 (1) 振込依頼書兼請求書の記入 

 (2) 振込依頼書兼請求書の提出 

 (1) 振込の確認 

 (2) 立替払いの精算 
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４ 助成金の管理 
 

 

   助成金は公金ですので、厳重に管理してください。通帳と金融機関登録印は一

緒に保管しないようにしましょう。 

   また、地域グループの活動とは無関係の個人的な支払いへの一時的な立替など

には絶対に使用しないでください。 

   なお、助成金を口座で管理する中で利息がついた場合は、地域グループの収入

となりますので、助成金の対象となる事業の費用に充てることもできます。ただ

し、助成金を全く使用しなかった際は、事業実績報告後に返還していただく場合

があります。 

 

 

   金銭出納簿(様式【家】第５号)には、口座から引き出した手持ちの現金だけで

はなく、口座に入っている金額も含めて記入します。（Ｐ38の「《記入例》」を

ご参照ください。） 

   日付欄には、原則として実際に購入した日付（レシートや領収書等の日付）を

記入します。ただし、助成金が振り込まれる前に立替払いをした分については、

助成金が振り込まれた日付を記入し、カッコ書きでレシートや領収書等の日付も

併せて記入してください。 

   物品等を購入したり、講師謝礼金を支払ったりする場合の手順は、「（３）支

出の手順」をご参照ください。 

 

※様式は福岡市教育委員会ホームページからダウンロードできます。 

 （Ｐ22のよくある質問（７）その他をご参照ください。） 

 

 

①  必要に応じて、講師謝礼金や物品購入費、交通費等を口座からおろします。

その際、できるだけ手元に現金を置いておくことがないようにしましょう。 

なお、正確な金額が分かれば、その金額を口座からおろすのが望ましいです

が、目安でおろしてもかまいません。 

また、口座からおろす際は、時間外手数料がかからないように気をつけてく

ださい。 

  ② 講師謝礼金を支払ったり、物品を購入したりします。その際、必ずレシート

や領収書等をもらってください。レシートや領収書等、支出を証明するものが

ない場合は、助成金の対象になりません。 

 

 

すぐに使用する分以外の金券類（切手等）を一括購入し、地域グループで保管

した場合は、金券類ごとに金券類出納簿（様式【家】第６号）をつけてください。

事業実績報告時に余りが出ないように、計画的に購入しましょう。 

（Ｐ39の「《記入例》」をご参照ください。） 

 (1) 通帳の管理 

 (2) 金銭出納簿の記帳 

 (3) 支出の手順 

 (4) 金券類出納簿の記帳（切手・はがきなど） 
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※様式は福岡市教育委員会ホームページからダウンロードできます。 

 （Ｐ22のよくある質問（７）その他をご参照ください。） 

 

 

５ レシートや領収書等の管理 
 

   支出した場合は、必ずレシートや領収書等をもらってください。レシートや領

収書等がない分の支出は公的な証明ができないので、助成金を返金していただく

ことになります。 

 

 

● レシートの場合 

 原則としてレシートを提出してください。店名、日付、品物、金額がはっき

り印字されているものであれば、あて名、店舗印はなくても差し支えありませ

ん。なお、感熱紙のレシートは、時間が経つと文字が消えてしまうことがあるの

で、あらかじめコピーをとっておいてください。 

 

● 領収書の場合 

レシートの提出が困難な場合は領収書を提出してください。なお、以下の６点

の記載がない場合は証拠書類として認められません。 

①あて名（地域グループの名称。名称が異なるものや略称は不可。） 

②日付 

③品物名（「品代」は不可。「お茶」「コピー用紙」等、購入内容が分かるもの。） 

④金額 

⑤店舗名 

⑥店舗印 

 

● その他 

   領収書が発行できず、レシートも出ない場合（クレジットカード使用時等）は

クレジットカード等の利用明細書をご提出ください。その際、個人情報（カード

番号、個人として売買したその他の買物履歴等）は塗りつぶしてください。 

なお、利用明細書として認められるのは、以下の４点がすべて記載されたもの

です。 

  ①利用明細書の交付を受ける者（会員に限る）の氏名または地域グループ名 

  ②取引年月日 

③取引内容（利用明細書に取引内容が確認できる記載がない場合は、詳細がわか

る取引画面のスクリーンショット等を合わせてご提出ください。） 

④取引金額 

 

 

あて名、日付、金額に加えて、講師の住所、肩書き、氏名、押印（もしくは自

筆による記名）が必要です。 

 (1) 物品の購入に係るレシートや領収書等について 

 (2) 講師謝礼金の領収書について 
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 あて名、日付、金額、施設名、施設印に加えて、「大人８名×200円、小人２

名×100円」など、施設利用料と利用人数の内訳がわかるようにしてください。 

 

 

６ 公共交通機関を利用する場合の注意事項 
 

公共交通機関を利用する際も、領収書などの証拠書類が必要です。証拠書類の

ない出費については、助成金から支出することはできません。 
また、タクシーを利用する場合も領収書は発行されますが、やむを得ない場合

を除き、なるべく公共交通機関を利用してください。 

 

● バスを利用する場合 

    運賃の支払いにはＩＣカード（はやかけん、nimoca、SUGOCAなど）を利用しま

す。 

   【ＩＣカード利用時の注意】 

   ・ＩＣカードは地域グループ共用のものを作り、利用することをお勧めします。 

→会員個人の所有するＩＣカードを利用することもできますが、地域グループ

の活動時の利用履歴と個人の利用履歴が混ざることになるので、取り扱いに

注意が必要です。 

   ・ＩＣカードの利用後は、利用実績（月日、利用区間、利用額）が分かるものを

公共交通機関から必ず受領してください。 

    →例えば、はやかけんであれば、福岡市地下鉄の各駅券売機にて「ＩＣカード

残額ご利用明細」が発行できます。nimocaであれば、ポイント交換機にて「残

額履歴明細」が発行できます。（※どちらも直近利用分の20件までしか印字

されませんので、利用後は速やかに発行してください。） 

・事業実績報告書の提出時は、「実績報告書その１」の「実際にかかった経費」

の欄に、交通に要した実費を記入してください。支出の証拠書類として利用実

績の分かるものも一緒に提出してください。 

    →交通に要した実費はＩＣカードへのチャージ額ではありません。また、デポ

ジット分はＩＣカード返却時に戻ってくるので、助成の対象外です。 

 

● 福岡市地下鉄、ＪＲ、西鉄電車を利用する場合 

駅構内で切符を購入し、領収書を発行してもらってください。 

  ※ＩＣカードを利用する場合の取り扱いは、バスを利用する場合と同じです。 

 

 

７ 自家用車等を利用する場合の注意事項 
 

   自家用車や貸切バスを利用する場合、駐車場代・ガソリン代や貸切バスの借り

上げ料は助成金の対象です。レシートや領収書等を忘れずにもらっておいてくだ

さい。駐車場が機械による自動発券の場合は、宛名が指定できませんが、それで

も差し支えありません。 

 

 (3) 施設利用に係る領収書について 
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  【ガソリン代を申請する際の注意】 

   ガソリン代を請求する際には以下の書類を提出してください。 

   ①出発地点（自宅等）から活動場所までの道のりが分かる資料（地図検索サイ

トを印刷したもの等） 

   ②ガソリンを給油した際のレシート 

   ③ガソリン代の計算式（「20円/㎞×道のり」を想定しています。） 

 

 

８ 助成対象経費及び講師謝礼金単価基準（上限額） 
 

 Ｐ５の「５ 助成対象経費」及びＰ７の「６ 講師謝礼金単価基準（上限額）」、

併せてＰ20～24の「第４章 よくある質問」をご参照ください。分からないこと

や判断に迷うことがあれば、必ず事前に協議会にご相談のうえ、適切に支出して

ください。 
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第３章 事業報告のてびき 

 
１ 事業実績報告書等の作成 
 

 

 事業実績報告書（様式【家】第３号）及び事業報告書（様式【家】第４号 その

１～その５）を使用して、活動の報告書を作成します。報告日、地域グループ名、

代表者自宅住所、代表者氏名、連絡先、事業実施機関、主な事業実施場所、交付

決定額、精算額など、必要事項をもれなく記入してください。（Ｐ31～37の「《記

入例》」をご参照ください。） 

 

※様式は福岡市教育委員会ホームページからダウンロードできます。 

 （Ｐ22のよくある質問（７）その他をご参照ください。） 

     

 

    レシートや領収書等は、領収書貼付用紙に日付順に、重ならないようにのり

で貼ってください。領収書貼付用紙の代わりにＡ４の紙を使用してもかまいま

せんが、その際は、紙の左右に2.5cm以上余白を設けてください。また、事業報

告書その１のうち「（２）支出・事業報告」の小計欄に記載した番号を、領収

書貼付用紙もしくはＡ４の紙に貼り付けたレシートや領収書の横に記載して

ください。 

   （Ｐ41の「《記入例》」をご参照ください。） 

 

 

２ 事業実績報告書等の提出 

 
  ● 提出するもの 

   ①事業実績報告書（様式【家】第３号） 

   ②事業報告書（様式【家】第４号 その１～その５） 

    ※学習会などの広報チラシや記録写真などがあれば添付してください。 

      ③金券類出納簿（様式【家】第６号）（すぐに使用する分以外の金券類（切手

等）を一括購入し、地域グループで保管した場合に提出してください。） 

   ④レシートや領収書 

       ※提出された書類を協議会で精査する過程で、助成金を振り込んだ金融機関

口座の通帳の写しを提出していただく場合があります。 

 

 ● 提出期限及び方法 

令和７年４月４日（金）必着 

郵送または持参で協議会に提出してください。 

各地域グループから提出された書類の内容を協議会が精査し、返還額や返還

方法等を代表者に文書で令和７年４月下旬頃に通知します。 

 (1) 事業実績報告書（様式【家】第３号）及び事業報告書（様式【家】第４号）

の記入 

 (2) レシートや領収書等の整理 
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第４章 よくある質問 

 

 地域グループから実際にあった質問などを列記しています。 

 ここに挙げられていること以外で不明な点があれば、協議会にお問い合わせくださ

い。 

 

   

 

 

 

Ａ． 福岡市教育委員会ホームページに様式を掲載していますので、ダウンロー

ドしてご利用ください。欄が小さくて文字が全て入らなければ、欄を大きく

したり、文字のサイズを小さくしたりしてもかまいません。 

 

 

 

 

Ａ． カラーにする必要はありませんが、カラーで作成する場合は、白黒で印刷

しても文字がはっきり読めるような配色にしてください。 

 

 

 

 

 

Ａ． 事業計画によって事業予算や交付申請額が決まります。 

助成金の交付を申請する時点で、親子体験学習の実施場所や学習会の講師

を手配しておく必要はありませんが、学習会を何回（年間２回以上は開催し

てください。）、体験学習を何回など、実施する事業の内容や時期、回数な

どは、申請時までに計画を立ててください。 

   

 

 

 

 

   

 

  Ａ． 可能です。申請時より会員数が増減する場合は、事業実績報告書に、途中

入会・退会の会員の氏名、入会日もしくは退会日を記入してください。なお、

途中入会の会員に関する助成金の対象期間は、その会員の入会日以降です。 

 

 

 

 

(1) 申請について 

 (２) 会員について 

 Ｑ． 途中から会員として参加したいという人がいるのですが、可能ですか。 

 Ｑ． 途中で退会することになった会員がいるのですが、可能ですか。 

 Ｑ． 申請書を Wordで作成してもいいですか。 

 Ｑ． 申請書等は、カラーで作成してもいいですか。 

 Ｑ． 事業計画などがきちんと固まっておらず、期限内に提出できません。 
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Ａ． レシートや領収書等がなければ、地域グループとして実際に支払ったこと

を協議会として確認できませんので、助成金の対象となる支出とは認められ

ません。 

 

 

 

 

 

  Ａ． 可能です。立替払いにあたるため、現金で購入した場合と同様に、金銭出

納簿（様式【家】第５号）で管理してください。 

 

 

 

 

 

 

   

  Ａ． 降車時に人数を運転手に申し出てください。詳しくは、西鉄お客さまセン

ター（電話 0570-00-1010）にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ａ． 講師謝礼金の基準は、１人の講師が一回の学習会で受け取れる謝礼金の上

限額であり、複数の地域グループを対象とした学習会であっても同様です。

その場合は、講師謝礼金は各地域グループで折半し、その旨を領収書に記載

してください。 

   （例 1,700円×３時間＝5,100円 ○○グループと合同企画のため講師謝礼

金を折半） 

 

 

 (３) レシートや領収書等について 

 (４) 交通費について 

 (５) 講師謝礼金について 

 Ｑ． 会議のときに飲むお茶を自動販売機で買ったので、レシートや領収書等

がないのですが、助成金を充ててもいいですか。 

 Ｑ． 事業を実施するにあたって現金（個人が持っている金券類を含む）で公

共交通機関を利用し、運賃を支払ったので、レシートや領収書等がないの

ですが、助成金を充ててもいいですか。 

 Ｑ． 他の地域グループと合同で学習会を行う場合、講師謝礼金をそれぞれの

地域グループから上限額ずつお支払いしてもいいですか。 

（例 時間単価が 3,400 円の講師の場合、3,400 円×３時間×２グループ

＝20,400円） 

 Ｑ． １枚のＩＣカードで、西鉄バスで出かける場合はどのようにしたらいいで

すか。 

 Ｑ． キャッシュレス決済（クレジットカード・電子マネー等）での支払いは可

能ですか。 
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Ａ． 可能です。非会員の学習施設の入場料、保険料、茶菓代なども助成対象と

なります。 

 

 

 

 

 

 

   

Ａ． どちらも実施していただいてかまいません。事業計画書に記載していなか

った事業でも、助成金の対象となる事業であれば、助成対象経費として支出

することができますので、新たに追加する事業が助成金の対象となる事業で

あるかどうか分からない場合は、協議会へお問い合わせください。 

なお、事業を実施した後で助成金の対象にならない事業であると判明した

場合は、返金していただくことになりますので、ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ． 様式は福岡市教育委員会のホームページからダウンロードできます。 

 （https://www.city.hukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/jinkendowa/ed/01.html） 

  福岡市教育委員会トップページ 

  →「生涯学習・人権教育」をクリック 

  →「人権教育」の中の「家庭の教育力パワーアップ事業」をクリック 

  →ページの下の方に各種書類の様式があります。 

  ※様式の送付を希望する場合や書類の書き方が分からない場合は、協議会

にご連絡ください。 

※手書きで作成する場合は、鉛筆や消せるボールペンでの記入はしないで

ください。また、修正する際には修正ペンや修正テープは使わず、二重線

で消して訂正してください。 

 

 

 

 

 

 (６) 事業の実施について 

 (7) その他 

 Ｑ． 会員以外の人から、学習会や体験活動に参加してみたいという希望がある

のですが、可能ですか。 

 Ｑ． 当初は学習会を５回行う予定でした。予算残額があるので回数をもっと

増やしてもいいですか。 

 Ｑ． 予算残額があるので、計画書には記載していなかった事業を行ってもい

いですか。 

 Ｑ． 申請書や報告書を提出したいのですが、様式はどこにありますか。 

https://www.city.hukuoka.lg.jp/kyoiku-iinkai/jinkendowa/ed/01.html
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Ａ． 助成金は、助成対象経費の総額に対して、その８割までを交付しますので、

会費等による地域グループの自己負担分についても、助成金対象経費に合致

する内容で執行してください。 

 

 

 

 

Ａ． 使い切る必要はありません。事業実績報告書を協議会で精査した後で、残

額があれば返還していただきます。返還方法は、事業実績報告書の精査が終

わった後に文書にてお知らせします。 

なお、次年度への繰り越しはできません。 

 

 

 

 

  Ａ． 助成対象経費の収支が明確に分かるように、助成対象経費ではないものの

収支に関しては金銭出納簿を別々に作ってください。 

 

 

 

 

 

  Ａ． 助成金は公金であり、事業と無関係なことに関する立替払いなど、家庭の

教育力パワーアップ事業の目的外の使用は絶対にしないでください。 

 

 

 

 

 

 

  Ａ． 保護者が参加しない活動は助成金の対象として認められません。 

家庭の教育力パワーアップ事業は、子どもたちの体験活動そのものを目的

とする事業ではなく、そうした体験活動を通じて親子や親同士のコミュニケ

ーションのきっかけをつくり、家庭の教育力の向上につなげていただくこと

を目的としていることに留意してください。 

  

 

 

 

 

  Ａ． 移動のバスも活動の一部といえるので、助成対象となります。 

 

 

 Ｑ． 助成金は使い切らないといけませんか。 

 Ｑ． 助成金を使ってはいけないもの（弁当代など）は会員から別に費用を徴収

しますが、金銭出納簿は別々に作らないといけませんか。 

 Ｑ． 私用でまとまったお金が必要になりました。すぐに返すので、一時的に助

成金の口座から借りてもいいですか。 

 Ｑ． 体験学習でキャンプを計画していますが、会員はみな忙しいので引率を

地域ボランティアにお任せして、子どもたちだけ参加させてもいいですか。 

 Ｑ． 親子体験学習キャンプに行くのですが、バスの中で飲むジュースやお菓子

代などは助成対象になりますか。 

 Ｑ． 事業にかかった経費のうち、地域グループで自己負担した分については、

何に使ってもいいのですか。 
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Ａ． どちらも計上して支出することができます。 

 

 

 

 

  

Ａ.  保険会社の指定はありませんので、各社の保険内容を比較検討して、活動

内容に即した保険を選んでください。その際、１日の活動のために年間契約

の保険に加入するなど、助成金が無駄にならないようご注意ください。 

 

 

 

 

 

  Ａ． 助成金交付申請書や事業実績報告書、それぞれの関係書類は、氏名、住所、

連絡先等の個人情報を除き、すべて開示します。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｑ． 助成金交付申請書や事業実績報告書などは、情報公開請求されたら開示す

るのですか。 

 Ｑ． 親子でキャンプや施設見学に行く計画を立てており、当日の進行を円滑

に進めるため下見に行きたいのですが、その場合の入場料や駐車場料金を

計上できますか。 

Ｑ． 学習会などをする場所がないので、有料の施設を借りたのですが、その

使用料を計上できますか。 

 Ｑ.  体験学習でキャンプに行くので、損害保険に加入する場合、どこか保険

会社の指定はありますか。 
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                            （様式【家】第１号） 

（あて先） 

 福岡市地域の教育力育成・支援協議会会長 

 

家庭の教育力パワーアップ事業助成金交付申請書 
 
 標記助成金の交付を概算払いにて受けたいので、「家庭の教育力パワーアップ事業のてび

き」の記載内容を了承のうえ、下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 なお、当地域グループは、家庭の教育力パワーアップ事業のてびきに掲げている申込み条

件をすべて満たしており、関係書類の記載事項はすべて事実と相違ありません。 

記 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ この書類及び添付書類に記載された個人情報は、事業の実施のためにのみ利用します。 

申 請 日 令和 〇 年 〇 月 ○ 日 

地域グループ名 

（ふりがな）  おひさま  

      おひさま 

代表者の自宅住所 
〒 ８１０ － ８６２１ 福岡市 中央 区  

天神１－８－１ 

代表者の氏名 

（ふりがな）  はかた はなこ 

   

博多 花子 

連 絡 先 
（連絡が取れやすい順に 

 できるだけ２つ記入し 

てください。)   

自宅番号・携帯電話番号など 
備考(いずれかに○を 

してください) 

優先

順位 

１ ０９２ － ○○○○ － ○○○○ (自宅･携帯電話･ＦＡＸ) 

２ ０９０ － ○○○○ － ○○○○ (自宅･携帯電話･ＦＡＸ) 

代表者以外の 

連絡先 
（代表者と連絡が取れない時

に使用します。） 

氏 名 福岡
ふくおか

 一郎
いちろう

（副代表） 氏 名 中洲
な か す

 太郎
た ろ う

（会計責任者） 

連絡先 ０９０－○○○○―○○○○ 連絡先 ０９０－○○○○―○○○○ 

事業の目的 
子どもの基本的生活習慣の確立や子どもとの接し方など家庭教育の重要性に

ついて理解を深める学習活動や、その成果を活かした親子でのコミュニケー

ション促進するための体験活動を行い、地域で、家庭の教育力の向上を図る。 

事業の内容 
①家庭教育に関する学習会 

②学習の成果を活かした、親子での体験活動 

事業実施期間 令和 〇 年 〇 月 〇 日から 令和 〇 年 3月 31日まで 

主な事業実施場所 
（利用する回数が最も多い場

所） 
           ○○公民館 

会員数・交付申請

額 
会員数 １９ 人 交付申請額 ２００，０００ 円 

添 付 書 類 
・事業計画書（様式【家】第２号） 

・会則（昨年度助成対象の地域グループは改正がなければ不要） 

・その他事業内容の参考となる書類 

申請受理 

番  号 

地域グループ名は自由に決めてください。あまり

長くない方が地域グループとしての事務をする

うえでいろいろ便利かもしれません。 

《記入例》 
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（様式【家】第２号） 

 

事業計画書（家庭の教育力パワーアップ事業）その１ 
 

１ 事業予算 

 (1) 収入 

 

 (2) 支出・事業計画 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ 費用がかからない事業についても、すべて記入してください。 

※ 事業が５つ以上ある場合は、「継続紙」もご利用ください。 

費目 予算額（円） 

会費等 ５０，０００ 

福岡市地域の教育力育成・支援協議会からの助成金 ２００，０００ 

合計 ２５０，０００ 

№ 事業名 主な内容 期間・回数 予定経費 小計(円) 
 事務局経費 

 

運営会議 

活動についての話し合

い 

 

 

 

令和○年○月 

令和○年○月 

令和○年○月 

令和○年○月 

計４回 

茶菓代  

 200 円×19 人×4 回 

        ＝ 15,200円 

  

事務用品費     2,600円 

17,800 

１ 

「親のため

の学び舎」 

講座 

講師の話と意見交換 

・基本的な生活習慣を

子ども達に定着させ

るための基礎知識を

学ぶ 

・メディアが子ども達

に与える影響などを

学ぶ 

・親と子どもの心育て

 など 

令和○年○月 

～令和○年○月 

 

 

計３回 

講師謝礼金 

 18,000円×1回 

         ＝18,000円 

 27,000円×2回 

         ＝54,000円 

 

 

72,000 

２ 

みんなで考

えよう～不

登校につい

て～ 

講師の話と意見交換 

・不登校とは 

・親としての考え方、

接し方 

・子どもの発達段階と

親の関わり方 など 

令和○年○月 

～令和○年○月 

 

計３回 

不要（市の出前講座を利用するた

め） 

 

 

 

 

 

0 

３ 

親子ふれあ

い活動 

親子で一泊の自然体験

を行い、一緒に夕食を

作る。 

令和○年○月 

   

 

計１回 

バス代       90,000円 

宿泊代（バンガロー） 

          60,000円 150,000 

４ 

親子で料理

を作ろう 

朝ごはんの重要性を認

識し、親子で調理実習

を行い、食育について

学習する。 

令和○年○月 

   

 

計１回 

講師謝礼金     10,200円 

 

10,200 

 小計（このページの計）（円） 250,000 

 
合計（円） 250,000 

《記入例》 

収入の合計額は、支出の

合計額と一致します。 

収入の合計額

の５分の４を

記入します。 

支出の合計額は、収入の

合計額と一致します。 
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（様式【家】第２号） 

 

事業計画書（家庭の教育力パワーアップ事業）その２ 
 

２ 会員名簿（就学前の子、小・中学生、高等学校生の保護者のみ。） 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ 会員が47名以上の場合は、「継続紙」もご利用ください。 

№ 氏名 
子どもの

学年 役割  № 氏名 
子どもの

学年 役割 

１ 博多 花子 
小２ 

小４ 
代表  24    

２ 福岡 一郎 中１ 副代表  25    

３ 中洲 太郎 
小５ 
中２ 会計責任者  26    

４ 天神 松子 小１ 監事  27    

５ ○○ ○○ 
小２小４ 
小６   28    

６ ○○ ○○ 中１・２   29    

７ ○○ ○○ 小３   30    

８ ○○ ○○ 中２   31    

９ ○○ ○○ 小４・６   32    

10 ○○ ○○ 小５   33    

11 ○○ ○○ 
小６ 
中２   34    

12 ○○ ○○ 小３・６   35    

13 ○○ ○○ 
小１ 
中１   36    

14 ○○ ○○ 小４   37    

15 ○○ ○○ 中３   38    

16 ○○ ○○ 中１・２   39    

17 ○○ ○○ 小３   40    

18 ○○ ○○ 中２   41    

19 ○○ ○○ 小４   42    

20     43    

21     44    

22     45    

23     46    

役割は、会則で定めた名称を

使用してください。 

《記入例》 

助成金交付申請書の会員数と、会

員名簿の人数が一致しているか、

ご確認ください。 
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（様式【家】第２号） 

 

事業計画書（家庭の教育力パワーアップ事業）その３ 
 

３ 地域ボランティア等名簿 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ 「所属等」の欄には、どのような立場から活動を支援しているのかが分かるように、民

生児童委員、自治会役員、元教員、元会員などを記入してください。 

  

№ 氏名 所属等  № 氏名 
所属等（任

意） 

１ ○○ ○○ 民生児童委員  21   

２ ○○ ○○   22   

３ ○○ ○○   23   

４ ○○ ○○ 学生ボランティア  24   

５ ○○ ○○   25   

６    26   

７    27   

８    28   

９    29   

10    30   

11    31   

12    32   

13    33   

14    34   

15    35   

16    36   

17    37   

18    38   

19    39   

20    40   

 会員以外の人に助言や手伝いをお願いする

場合には、この欄に記入してください。 

 名簿に登録されている地域ボランティア等

にかかる費用についても助成金から支出でき

ます。ただし、謝礼金は助成金の対象ではあ

りません。 

《記入例》 
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（様式【家】第２号） 

 

事業計画書（家庭の教育力パワーアップ事業）その４ 
 

４ 活動前のチェック 

  会員全員で行い、それぞれの人数を記入してください。      

（単位：人） 

 ※No.６のチェック項目「年間を通しての目標」の欄には、地域グループで申請時

に設定し、共有してください。また、事業実績報告書の作成時に、年間を通し

てどうなったのかを確認してください。 

   
 

 

 

 

  

No. チェック項目 はい どちらかと 
いえばはい 

どちらかと 
いえばいいえ いいえ 合計 

１ 
子どもをほめて育てるよう心がけてい
る。 ５ ７ ６ １ １９ 

２ 
子どもの早寝・早起き・朝ごはんの習慣づ
くりに努めている。 ３ ６ ８ ２ １９ 

３ 
子どもとテレビやゲーム、スマホなどの
時間を決めている。 ３ ５ ９ ２ １９ 

４ 
グループの活動が、地域の中でよく知ら
れていると感じる。 ４ ４ ７ ４ １９ 

５ 
グループ会員以外の地域の人にも、活動
への参加を呼びかけたい。 ４ ４ ７ ４ １９ 

年間を通しての目標 達成できた どちらかと 

いえばできた 
どちらかといえ

ばできなかった 
達成 

できなかった 合計 

６ 子どもと会話する時間を作る。 
 

    

記載もれがないように、ご注意ください。 

《記入例》 

助成金交付申請書の会員数と、アン

ケートの合計人数が一致している

か、ご確認ください。 
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（様式【家】第２号） 

 

事業計画書（家庭の教育力パワーアップ事業）その５ 

 
５ 家庭教育支援を必要としている理由（保護者や、地域グループが抱えている問題、

取り組みたい課題など）を具体的に記入してください。 

 

６ 事業を実施する際に、さまざまな課題を抱えた保護者が参加しやすくなるよう配

慮していることはありますか。また、それを支援する人がともに参加できるような

工夫をしていますか。（またはしようとしていますか。）できるだけ具体的に記入

してください。 

 

 
  

私たちは保護者同士の地域グループであるが、子どもとの関わり方、子ども

の基礎的生活習慣や家庭学習の定着度など、子育ての悩みを話し合う中で、親

としてどうすればいいか分からないことがある。また、不登校の子を抱えてい

たり、子育てに情熱が持てなかったりで悩んでいる保護者もいる。 

この事業を活用して学習活動等を行い、保護者としての力（家庭教育力）を

高めたい。 

・日頃の人間関係の中で、学習会等への参加を呼びかけたい。 

・学習会の他にも定期的な会合を持ち、周知したい。 

・学校との連携を心がけたい。 

・学習会と親子のふれあい活動を同じ日に設定することで、働く保護者の貴重な

時間を有効に使えるようにしたい。 

《記入例》 

助成する地域グループを選考する際の参

考にしますので、詳しく記入してくださ

い。 
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（様式【家】第３号） 

（あて先） 

 福岡市地域の教育力育成・支援協議会会長 様 

 

家庭の教育力パワーアップ事業実績報告書 
 

 家庭の教育力パワーアップ事業の実績について、下記のとおり関係書類を添えて報

告します。 

記 

※ 「家庭の教育力パワーアップ事業のてびき」をよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ この書類及び添付書類に記載された個人情報は、事業の実施のためにのみ利用します。 

報 告 日 令和 〇 年 ３ 月 31 日 

地域グループ名 
（ふりがな）     おひさま 

          おひさま 

代表者の自宅住所 
〒 ８１０ － ８６２１ 福岡市 中央 区  

天神１－８－１ 

代表者の氏名 
(ふりがな)      はかた はなこ 

博多 花子 

連 絡 先 
（連絡が取れやすい順に 

できるだけ２つ記入し 

てください。)    

自宅番号・携帯電話番号など 
備考(いずれかに○を 

してください) 

優先 

順位 

１ ０９２ － ○○○○ － ○○○○ (自宅・携帯電話・ＦＡＸ) 

２ ０９０ － ○○○○ － ○○○○ (自宅・携帯電話・ＦＡＸ) 

代表者以外の 

連絡先 
（代表者と連絡が取れない

時に使用します。） 

氏 名 福岡
ふくおか

 一郎
いちろう

（副代表） 氏 名 中洲
な か す

 太郎
た ろ う

（会計責任

者） 

連絡先 ０９０－○○○○―○○○○ 連絡先 ０９０－○○○○―○○○○ 

事業実施期間 令和 〇 年 〇 月 〇 日から 令和〇 年 3月 31日まで 

主な事業実施場所 
(利用する回数が最も多かった

場所を記入してください。) 
○○公民館  

申請時会員数 

交付決定 額 

申請時 

会員数 
１９ 人 交付決定額 

（振り込まれた金額） 
２００，０００ 円 

報告時会員数 

精 算 額 

報告時 

会員数 
１９ 人 精 算 額 

（支出合計金額） 
２４４，５００ 円 

添 付 書 類 

・事業報告書（様式【家】第４号） 

・金券類出納簿(様式【家】第６号) 

（金券類を一括購入した地域グループのみ） 

・領収書（上下に２cm、左右に 2.5cm の余白を設け

たＡ４用紙に重ならないように貼付） 

・その他事業内容の参考となる書類 

 

申請受理 

番  号 

協議会から振り込ま

れた金額を記入して

ください。（会費や利

息等の収入は含めな

いでください。） 

《記入例》 
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                           （様式【家】第４号） 

 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その１ 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ 費用がかからなかった事業についても、すべて記入してください。 

※ 事業が５つ以上ある場合は、「継続紙」もご利用ください。 

 

１ 事業決算（レシートや領収書等は別紙） 

 (1) 収入 

 費目 決算額（円） 

 会費等 48,885 

 

 
福岡市地域の教育力育成・支援協議会からの助成金 195,600 

 

 
預金利息 15 

 

 
合計 244,500 

 

 (2) 支出・事業実績 

 № 事業名 主な内容 実施日・参加人数 実際にかかった経費 
小計

（円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局経費 活動についての話し

合い 

 

 

 

事務用品購入 

 

令和○年○月○日 10 人 

令和○年○月○日 15 人 

令和○年○月○日 15 人 

令和○年○月○日 10 人 

令和○年○月○日 10 人 

   （計５回） 

 

茶菓代  

  120 円×10 人＝  1,200 円 

  200 円×15 人＝  3,000 円 

  200 円×15 人＝  3,000 円 

  120 円×10 人＝  1,200 円 

  200 円×10 人＝  2,000 円 

用紙ほか       3,700 円 

nimoca カード    20,000 円 

 

①  

②  

③  

④ 34,100 

⑤  

⑥  

⑦  

 

 

 

 

 

 

1 

親子ふれあ

い活動 

親子で一泊の自然体

験を行い、親子のコ

ミュニケーションを

はかった。 

・バンガロー宿泊 

・親子で夕食づくり 

令和○年○月○日 

～○日 

 

会員 8 人 

子ども 12 人 

バス代       84,000 円 

バンガロー代 

 2,000 円×20 人＝ 40,000 円 

 

⑧  

 

⑨  

  124,000 

 

 

 

 

2 

「親のため

の学び舎」 

講座第１回 

講師の話と意見交換

を通して、基本的な

生活習慣を子どもた

ちに定着させるため

の、基礎知識を学ん

だ。 

令和○年○月○日 

 

会員 12 人 

地域ボランティア 2 人 

一般 3 人 

講師謝礼金     27,000 円 

 9,000 円×3 時間 

茶菓代  

  200 円×14 人＝ 2,800 円 

⑩  

 

 

⑪  

  29,800 

 

 

 

3 

「親のため

の学び舎」 

講座第２回 

講師の話と意見交換

を通して、メディア

が子どもたちに与え

る影響などを学ん

だ。  

令和○年○月○日 

 

会員 12 人 

一般 2 人 

講師謝礼金     18,000 円 

 6,000 円×3 時間 

茶菓代  

 200 円×12 人＝ 2,400 円 

⑫  

 

  20,400 

⑬  

 

 

 

 

 

4 

「親のため

の学び舎」 

講座第３回 

講師の話と意見交換

を通して、親と子ど

もの心育てについて

学んだ。 

令和○年○月○日 

 

会員 11 人 

地域ボランティア 1 人 

一般 5 人 

講師謝礼金     10,200 円 

 3,400 円×3 時間 

茶菓代  

 200 円×12 人＝ 2,400 円 

⑭  

 

  12,600 

⑮  

 

 
小計（このページの計）（円） 220,900 

 

 
合計（円）  

《記入例》 

使った経費と 

領収書の番号が 

わかるように 

記入してくださ 

い。 

 

収入の合計額は、支出の合計額と一

致します。 

２枚以上になる場合は、途

中のページの合計欄は斜

線で消して、最終ページに

合計を記入します。 

支出の合計額の５分の４を

記入します。ただし、交付決

定額を超えた場合は、交付決

定額を記入します。 
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（様式【家】第４号） 

 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その１（継続紙） 

 

※ 家庭の教育力パワーアップ事業のてびきをよく読み、太枠内のみ記入してください。 

※ 費用がかからなかった事業についても、すべて記入してください。 

※ 事業が５つ以上ある場合のみ、この「継続紙」もご利用ください。 

 № 事業名 主な内容 実施日・参加人数 実際にかかった経費 
小計

（円） 
 

 

 

 

 

 

 

5 

親子で料理を

作ろう 

親子で調理を行い、朝

ごはんの大切さを学

ぶ。メニューはそれぞ

れが朝ごはんに食べた

いものを選び、栄養価

についても講師に評価

してもらった。 

令和○年○月○日 

 

会員 13 人 

子ども 15 人 

地域ボランティア 

２人 

講師謝礼金    6,800 円 

 3,400 円×2 時間 

⑯  

 

 

 

     6,800 

 

 

 

 

 

 

6 

親子でものづ

くり 

親子で一緒に工作を行

い、親子のコミュニケ

ーションをはかった。 

令和○年○月○日 

 

会員 11 人 

子ども 12 人 

地域ボランティア 

３人 

講師謝礼金    6,800 円 

 3,400 円×2 時間 

材料費      10,000 円 

⑰  

   

⑱     

   16,800 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
小計（このページの計）（円） 23,600 

 

 
合計（円） 244,500 

《記入例》 

支出の合計額は、収入の合計額と一

致します。 
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（様式【家】第４号） 
 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その２ 

              ※ 監事が２人いる場合は、２人の氏名 

 

３ 会員・地域ボランティアの中途での入会、退会などがあれば、その状況を記入

してください。（入退会者氏名、入会の場合は子どもの学年、入退会年月日、退

会の場合はその理由） 

  事業計画書と変更なければ、「なし」と記入してください。 

 

 (3) 戻入 

            支出額合計                      

    244,500  円 × 0.8 ＝ 195,600  円 …① 

 

 
 

 (1 円未満切り捨て) 

 交付決定額  戻 入 金 額  

    200,000  円 － ①  ＝ 4,400  円 

                      ※マイナスの場合「０」を記入 

            

 

２ 確認報告 

  福岡市地域の教育力育成・支援協議会からの助成金 

 200,000 円については、上記のとおり支出されたことを確認しました。 

（交付決定額） 

令和 〇 年 3 月 31 日 

 

 （地域グループ名） おひさま 

 

監事（氏名） 天神 松子  

  

監事（氏名）   

福岡 太郎（小５）令和○年○月○日 入会 

教育 花子（小３）令和○年○月○日 退会（転居のため） 

 

天神 一郎 令和○年○月○日 地域ボランティアに登録 

 

《記入例》 
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（様式【家】第４号） 

 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その３ 

 
４ 活動後のチェック 

  会員全員で行い、それぞれの人数を記入してください。 

  また、活動の前のチェックと比較してみて、この事業がどのように皆さんの役に

立ったかを話し合ってください。 

 

                               （単位：人） 

※ No.６のチェック項目「年間を通しての目標」の欄には、助成金交付申請書に
記入した目標を記入してください。

No. チェック項目 はい どちらかと 
いえばはい 

どちらかと 
いえばいいえ いいえ 合計 

１ 
子どもをほめて育てるよう心がけてい
る。 ５ ７ ６ １ １９ 

２ 子どもの早寝・早起き・朝ごはんの習慣づ
くりに努めている。 

３ ６ ８ ２ １９ 

３ 
子どもとテレビやゲーム、スマホなどの
時間を決めている。 ３ ５ ９ ２ １９ 

４ 
グループの活動が、地域の中でよく知ら
れていると感じる。 ４ ４ ７ ４ １９ 

５ 
グループ会員以外の地域の人にも、活動
への参加を呼びかけたい。 ４ ４ ７ ４ １９ 

年間を通しての目標 達成できた どちらかと 

いえばできた 
どちらかといえ

ばできなかった 
達成 

できなかった 合計 

６ 子どもと会話する時間を作る。 １５ ３ １ ０ １９ 

《記入例》 

事業実績報告書の報告時会員数と、

アンケートの合計人数が一致してい

るか、ご確認ください。 
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（様式【家】第４号） 
 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その４ 

 

５ 今回の取組の成果 

 

 (1) 地域グループとして、この取組をやってよかったと思いますか。 
   該当するものに○をつけてください。 
 
  ア やって良かったと思う。 
 イ まあまあやって良かったと思う。 

  ウ あまりやって良かったとは思わない。 
 エ やって良かったとは思わない。 

  
(2) (1)で選んだ理由を具体的に記入してください。 

例)皆同じように子育てで悩んでいることが分かり、気軽に相談し合えるようになった。 
子ども中心になってしまい、保護者の成長につながらなかった。 

 

 

子ども同士が仲良くても親との面識があまりなかったりしたが、この会に参
加して親同士の会話も増えた。その結果、子育てについての悩みを抱え込まず、
相談し合えるようになった。 

また、育児に対して偏った考え、知識しか持っていなかったが、幅広い年齢

層の方の話や専門的な職業の方の話を聞くことで、視野が広がった。 

 

 
 (3) 今回やり残したと思うこと、今後やってみたいこと・改善したいことなどがあ

れば、具体的に記入してください。 
   例)周囲の保護者に参加を呼びかけたい。父親が参加できる催しをしたい。 

 
 
 
 

この活動を継続していきたい。 

周囲に家庭教育で困っている人がいたら、参加を呼びかけたい。 

参加率の低い会員に対し、積極的に参加を呼びかけたい。また、参加しやす
い雰囲気づくりや、日にちの設定等、工夫を行いたい。 
 
 

 
 (4) 地域の教育力育成・支援協議会に対するご意見、ご要望などがあれば、自由に

記入してください。 

 
 
 
 
 

今後の活動の参考になる事例があれば、その内容を教えてほしい。 
 
 
 
 

《記入例》 
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（様式【家】第４号） 
 

事業報告書（家庭の教育力パワーアップ事業）その５ 
 

学 習 記 録 

※ 学習会を行ったときは、毎回記録を残しておきましょう。（この様式は、コピーしてお使いください） 

講 座 名 「親のための学び舎」講座第１回 

学習テーマ 子どもの基本的生活習慣について 

講師の職業 △△大学教授 講 師 名 天神 博多子 

実 施 日 令和 ○年 ○月 ○日(○曜日) 

出席者数 

会  員  １２  人 

登録ボランティア 

一  般 

 ２    

 ５ 

人 

人 

実 施 時 間 １０ 時 ００ 分 ～ １２ 時 ００ 分 合  計 １９ 人 

会   場 ○○公民館 記 録 者 博多 花子 

学 

 

 

 

習 

 

 

 

内 

 

 

 

容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《記入例》 
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《記入例》  

 

※ 差引残高が預金通帳と同額になるように管理しましょう。 

※ この様式は、提出する必要はありません。 

金銭出納簿                  （様式【家】第５号） 

○年度 
摘要 収入金額 支払金額 差引残高 

月 日 

○ ○ 地域グループ会費 50,000  50,000 

○ ○ 
福岡市地域の教育力育成・支援協議会から振

込 
200,000  250,000 

○ ○ 事務用品代  3,700 246,300 

○ ○ 運営委員会飲物代（７／１分）  1,200 245,100 

○ ○ 「親の学舎」講座飲物代（７／20分）  2,800 242,300 

○ ○ 「親の学舎」講座講師謝礼金  27,000 215,300 

○ ○ 預金利息 15  215,315 

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・     

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

  ・    

3 31 
福岡市地域の教育力育成・支援協議会へ返金

（予定） 
 4,400 1,115 

3 31 地域グループ会員へ返金（予定）  1,115 0 

  令和〇年度合計 250,015 250,015 0 
 

返金予定の金額を記入し

てください。 
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(様
式
【
家
】
第
６
号
）

金
券

類
出

納
簿

　
【
　
　
切

　
手

　
　
】

○
月
○
日

2
,5

2
0

2
,5

2
0

博
多
　
花
子

○
月
○
日

2
,2

6
8

2
5
2

博
多
　
花
子

○
月
○
日

1
6
8

4
2
0

中
洲
　
太
郎

○
月
○
日

4
2
0

0
中
洲
　
太
郎

2
,6

8
8

2
,6

8
8

0

※
　
こ
の
様
式
は
，
金
券
類
を
一
括
購
入
し
，
グ
ル
ー
プ
で
保
管
し
た
場
合
の
み
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
○
年
度

出
納
年
月
日

摘
　
　
　
　
　
　
要

（
受
入
先
，
購
入
単
価
，
乗
車
区
間
等
）

受
入
数
量

又
は

受
入
金
額

払
出
数
量

又
は

払
出
金
額

在
庫
数
量

又
は

残
額

氏
　
　
　
名

（
物
品
受
領
・
使
用
者
）

備
　
　
　
　
　
　
　
考

○
○
郵
便
局
よ
り
購
入

８
４
円
×
３
０
枚

会
員
へ
学
習
会
案
内

８
４
円
×
２
７
枚

○
○
郵
便
局
よ
り
購
入

８
４
円
×
２
枚

役
員
へ
会
議
案
内

８
４
円
×
５
枚

計

《記入例》 
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※ 太枠内と請求日のみ記入してください。 

 

年度   （様式【家】第７号） 

    
 

振込依頼書 兼 請求書 
 

（金  額） 

 

 

 

 

 

 ￥ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 
 

（右詰めで記入。頭には￥マークを入れてください。） 
★決定通知に記載されている額をご記入ください。金額が異なる場合、

振込できませんのでご注意ください。 

（件  名） 家庭の教育力パワーアップ事業助成金 

（支払方法） 口座振込 

 

（振 込 先） 金 融 機 関 名 ○○銀行 支店名 ○○支店  

預 金 種 別 普通 口座番号 ○○○○○○ 

ﾌﾘｶﾞﾅ   オヒサマ ダイヒョウ ハカタ ハナコ 

口 座 名 義 おひさま 代表  博多 花子 

★名義は代表者又は会計責任者とし、「地域グループ名＋役職＋氏名」で作成し
てください。 
名義が誤っていると振り込みできませんので、通帳をよくご確認ください。 

★令和５年度に助成を受けたグループは、次の該当する番号に○をつけてくださ

い。 
 １ 口座名義の変更あり ② 変更なし ※変更がなくても記入は必要です。 

  

上記の金額を請求します。また、その助成金は上記のとおり振り込んでください。 

 

（請 求 者）                 令和 ○年 ○月 ○日    

 代  表  者 

自 宅 住 所 

〒８１０－８６２１     

福岡市中央区天神１－８－１ 

 

 

地域グ ル ー プ 名 おひさま  

代  表  者 

氏    名 
博多 花子  

 

（あ て 先）福岡市地域の教育力育成・支援協議会長 

 
              

《記入例》 
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○枚中 １枚目 

  領収書貼付用紙  

※ レシートや領収書等は重ならないように貼ってください。この様式を使わず、白

紙を利用してもかまいませんが、左右に余白を 2.5cmずつ設けてください。 

    

 

    ①   

 

 

 

       

 

            ⑥          

 

 

        

 

 

               

              

 

 

 

 

⑩  

                111                                                                                                                                                                                                                                                            

レシート 

 

博多商店 

令和○年○月○日 

 

お茶 120円×10本 

   

合計 1,200円 

事業報告書に付す番号を

レシートや領収書等の横

に記入してください。 

領収証 

おひさま 様 
 

     ￥ ３，７００円 

コピー用紙 500 枚×３〆 

封筒 長４ 200 枚 ﾎｯﾁｷｽ 
・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

令和○年○月○日 
福岡市中央区博多駅前１－２  駅前商会 印 

レシートではなく領収書を提出す

る場合は、品代などではなく、具

体的な品名（お茶、コピー用紙な

ど）を書いてもらい、購入した内

容がわかるようにしてください。 

物品購入の場合

は原則としてレ

シートを提出し

てください。 

レシートは感熱紙が多いため、時間

が経ったものは文字が消えます。文

字が見えづらい場合は、レシートと

一緒にコピーを貼ってください。 

 

 領収証 

おひさま 様 

￥２７，０００ 

講師謝礼金として 

 

令和○年○月○日             

福岡市東区・・・ 

△△大学教授 天神 博多子 印 

講師謝礼金の領収書には、講

師の住所と肩書きを記入して

もらってください。 

《記入例》 

地域グループ名を記載してく

ださい。代表者等の個人名宛や

宛名が地域グループ名と異な

る領収書は認められません。 
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《参考》   

保護者の学習会について 
  

 

 保護者の学習会は年間２回以上開催していただいています。地域グループの皆さん

が悩んでいる課題を解決するために、学習会は欠かせません。課題に応じた学習会を

計画的に実施し、地域グループの抱える課題の解決や目標の達成につなげていきまし

ょう。 

 年間の事業計画は、何月頃にどのようなテーマで行うかなど、会員全員で話し合っ

て立てましょう。また、計画した日が近づいてきたら、皆さんで集まって、各学習会

の詳細なテーマや進め方などを話し合いましょう。 

 ここでは、保護者学習会当日までの流れを一例として記載していますので、ご活用

ください。 

 

 

保護者の学習会の計画の立て方（例） 
 

１．会議の開催 

学習会の計画を立てるため、皆さんで集まって次のことを話し合いましょう。 

 ・学習会の目的 

 ・学習会のテーマ 

 ・日時  

 ・場所 

 ・学習会の形式（講演形式・参加型・ワークショップ形式など） 

  

  各家庭で実施できていることや悩んでいることなどについても、事前の会議で話

し合いましょう。 

  また、会議は、たくさんの会員の意見を取り入れられるように、一部の会員だけ

で行わず、できるだけ多くの会員で行いましょう。みんなが必要と思う内容や、多

くの会員の賛同・参加を得られるような内容を学習会に取り入れることで、当日の

参加人数も増え、地域グループの抱える課題の解決に向けて共通の意識を持てるよ

うになるはずです。 

 

２．学習会の会場の確保 

 参加人数に応じた会場を確保しましょう。 

 （公民館や各区市民センターを使用する場合は、事前の予約が必要です。） 

 なお、福岡市が管理する施設は、早期予約や使用料の減免ができる場合があります

ので、事前に問い合わせください。 

  

３．講師の選定 

 地域グループの課題や目標にあった講師を探しましょう。 

  福岡市学習情報提供システム「まなびアイふくおか」や、福岡市人権啓発センター

のホームページなどにも、テーマごとの講師の掲載があります。参考にしてみてはい

かがでしょうか。 
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４．講師との打合わせ 

 ・講演内容の確認（講師との打合せの際には、地域グループの説明や、抱えている

課題を伝えることが大切です） 

 ・学習会で必要な機材等の確認（パソコン、プロジェクター、ワークショップに使

う材料など） 

 ・当日配付する資料の有無の確認（当日配付する資料がある場合、講師が配付部数

を準備するのか、原稿をもらい地域グループで印刷して準備するのかなど）  

 ・講師謝礼金の確認（金額や渡し方など） 

 

 

５．会員への周知や案内などの広報 

 案内文を作成し、会員へ配付しましょう。 

 

※ 学習会には会員以外の方も参加してもらうことができます。同じような悩みを持

つ方々に声をかけてみてはいかがでしょうか。 

 

 

６．学習会当日準備するもの 

 ・講師が使用する機材等があれば準備 

 ・配付する資料があれば準備 

・会場の設営（ワークショップや講演形式等で配置も変わりますので、事前に講師

との打合せを行っておくことも必要です。） 

 ・会場の案内表示、講師やテーマの記載（黒板やホワイトボードなど） 

 ・講師用の水（講演時） 

 ・講師への謝礼金（領収書を必ずもらうこと） 

  

 当日の役割分担（司会や開催の挨拶、講師の紹介やお礼のことば、まとめなど）に

ついて、あらかじめ決めておきましょう。学習会の内容は、事業報告書(様式【家】第

４号 その５)に記録し、当日参加できなかった会員にも内容などを伝えてあげましょ

う。 

 

 

７．学習会のふりかえり 

 学習会に参加できなかった会員への内容の報告を兼ねて、学習会後にどのような意

識の変化があったかや、みんなで共通して取り組むこと（メディア関係の講演会の後

に、ノーメディアデーを実施するなど）などについて、話し合ってみましょう。 

 

※ 親子体験活動についても、学習会と同様、事前に運営会議などを開き、地域グル

ープの課題や目標達成にあった活動内容を計画しましょう。 

 

 

学習会の講師や計画づくりについて、分からないことがあればお気軽に事務局にご

相談ください。 
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保護者の学習会のテーマ例 

 

 
【内容】 
 ・講師による講和方式 

・参加・体験型による学習 
・話し合い学習 
・参加者のフリートーキング 
・各家庭の事例交換 
・それぞれを組み合わせた学習   ※一つのテーマについて連続講座として行うなど 

 

区

分 
研修テーマ 目的 

読

書 

「言葉と心を育てよう」 

「読書のよろこびを子どもたちへ」 

「読書の楽しみを知る」 

・読み聞かせの仕方を理解し、読書や読み聞かせの効果に

ついて学ぶ 

・保護者自身が読書の楽しみ、喜びを味わう（年間3～4回

程度、一緒に読書をして感想を語り合うなど） 

基

本

的 

生

活

習

慣 

「早寝 早起き 朝ごはん」 

「睡眠と脳の関係」 

「子どもの食生活」 

「子どもとメディア～実態と子どもの人権」 

「あいさつ、掃除、自ら学ぶ意欲と志」 

・子育ての実態を知る 

・基本的な生活習慣を子どもたちに定着させるための、基

礎知識を学ぶ 

・子どもが自律するために、大人ができることに気づく 

・メディアが子どもたちに与える影響などを学ぶ 

・他者との関わり、環境との関わり、意義を学ぶ 

子

育

て 

全

般 

「傾聴と共感のコミュニケーション」 

「今問われる子どもたちへの関わり方」 

「親と子どもの心育て」 

「セルフエスティーム（自尊感情）を育てる」 

「親が変われば子どもは変わる」 

「みつめよう子どものすがた・家庭教育のすがた」 

「子どもの育ち」 

「見えていますか？子どもの心」 

「親子のコミュニケーション」 

・子どもの実態を知る 

・子どもとの関係づくり 

・コミュニケーションの持ち方等を学ぶ 

そ

の

他 

「子どもの権利条約ってなに？」 

「不登校、ひきこもりを考える」 

「いじめ」、「虐待」について考える 

・「子どもの権利」の観点から学ぶ 

・手づくりのあたたかさを子どもたちに伝える喜びを体感

する 

・「いじめ」や「虐待」について学ぶ 
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主な事務の流れ 

時期 申請グループ 
地域の教育力育成・支援協議会事務局 

（人権・同和教育課） 

 

令和６年 

４月１日～ 

 

 

 

５月８日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月中旬 

以降 

 

 

 

 

 

 

 

 

６月末～ 

３月頃 

 

 

 

令和７年 

４月４日 

 

公募受付期間（４月１日から５月８日まで） 

 

申請書類の提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交付決定通知書の受理 

 

 

振込依頼書兼請求書の送付 

 

助成金振込口座の確認 

 

 

 

 

実績報告書の提出（令和７年４月４日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

助成金確定通知書の受理 

 

 

 

助成金の返還 

※該当がある場合 

 

 

公募の広報 

（市ＨＰ・市政だより 4/15 号） 

 

 

申請書類の内容確認・修正依頼 

 

 

 

 

 

 

申請書類の受付 

 

協議会役員会における審査 

 

交付決定 

（交付決定通知書の送付） 

 

振込請求書受理 

 

助成金振込手続き 

 

 

 

 

 

 

報告書類の内容確認・修正依頼 

 

 

助成金の確定 

 

 

助成金の確定通知書送付 

 

 

協議会役員会にて報告 

 

 

・助成金交付申請書 

・事業計画書 

・会則 

電話もしくは面接 

（申請内容の確認） 

事務局による学習会の視察 

・事業実績報告書 

・事業報告書 

・金券類出納簿 

・レシート    等 
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家庭の教育力パワーアップ事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福岡市地域の教育力育成・支援協議会（以下「協議会」という。）

が交付する家庭の教育力パワーアップ事業助成金（以下「助成金」という。）に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（交付の目的） 

第２条 助成金は、保護者同士や地域とのつながりの中で、家庭教育の重要性につい

て理解を深め、子どもの成長に喜びや生きがいを感じながら、保護者として成長し

ようとする活動を行う地域グループを支援し、もって家庭の教育力の向上を図るこ

とを目的として交付するものとする。 

 

（助成対象グループ） 

第３条 助成金の交付対象となる地域グループは、次の各号をすべて満たすものとす

る。 

（１）第２条に掲げる活動を行うことを目的としていること。 

（２）保護者や地域ボランティアで構成され、かつ、小・中学生の保護者が原則とし

て10人以上含まれていること。 

（３）地域グループの会員は市内に居住する者であり、かつ、地域グループの活動が

主として福岡市内で行われていること。 

（４）会則を備えていること。 

（５）次のア～エのいずれにも該当しないこと。 

 ア 営利を目的とする地域グループ 

 イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを目的とす

る地域グループ 

 ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする地域グ

ループ 

 エ 特定の公職の候補者もしくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこ

れらに反対することを目的とする地域グループ 

 

（暴力団の排除） 

第４条 協議会会長（以下「会長」という。）は、福岡市暴力団排除条例（平成22年

福岡市条例第30号。次項において「暴排条例」という。）第６条の規定に基づき、

本条に規定する排除措置を講じるものとする。 

２ 会長は、地域グループの会員や地域ボランティアが次の各号のいずれかに該当

するときは、この要綱に定める他の規定に関わらず、助成金を交付しないものと

する。 

（１）暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員 

（２）暴排条例第６条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者 

３ 会長は、地域グループの会員や地域ボランティアが前項各号のいずれかに該当

したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

４ 会長は、助成金からの暴力団の排除に関し警察への照会確認を行うため、地域

グループの会員や地域ボランティアに対し、それらの氏名（フリガナを付したも

の）、生年月日、性別等の個人情報の提出を求めることができる。 
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（助成対象事業） 

第５条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成対象事業」という。）は、子ども

の基本的生活習慣の確立や子どもとの接し方など家庭教育の重要性について理解

を深める学習活動及びその成果を活かし、親子でのコミュニケーション等を促進

するための体験活動とする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる事業については、助成対象事業とし

ない。 

（１）本市及び本市が補助している団体などの補助制度の適用を受けているもの 

（２）その他助成することがふさわしくないと会長が認めるもの 

 

（助成対象経費） 

第６条 助成金を交付する対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、助

成対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。 

 

（助成金の額） 

第７条 助成金の額は、前条に規定する助成対象経費の５分の４以内とし、30万円を

限度に、予算の範囲内において協議会が決定する。 

  

（助成金の申請） 

第８条 助成金の交付申請は、家庭の教育力パワーアップ事業助成金交付申請書、事

業計画書及びこれに必要な書類を添えて会長に提出するものとする。 

 

（助成金の交付決定等） 

第９条 協議会は、助成金の交付申請があった場合は、関係書類を審査し、必要に応

じて実地調査を行うなど、内容について検討を行い、助成金を交付すべきものと認

めたときは、すみやかに交付の決定を行い、申請者に対し事業助成金交付決定通知

書により通知するものとする。 

２ 協議会は、前項の検討の結果により助成金を交付することが不適当と認めたと

きは、すみやかに申請者に対しその旨を通知するものとする。 

 

（事業内容の変更） 

第10条 助成金交付の決定を受けた地域グループ（以下、「助成グループ」という。）

が、事業内容を変更し、又は事業を中止し、もしくは廃止するときはあらかじめ会

長の承認を受けなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第11条 助成グループは、助成対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備

え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完

了後５年間保管しておかなければならない。 

２ 会長は、助成金にかかる予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、前

項の帳簿及び証拠書類を検査することができる。 

 

（実績報告） 

第12条 助成グループは、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書、事業報

告書及びこれに必要な書類を添えて会長に報告しなければならない。 
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（助成金の額の確定等） 

第13条 会長は、前条の規定による事業実績の報告を受けた場合は、調査確認を行い、

助成金の額を確定し、助成グループに事業助成金確定通知書により通知するものと

する。 

 

（福岡市補助金交付規則） 

第14条 この要綱で定めるもののほかは、福岡市補助金交付規則を準用することと

する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成19年６月14日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成20年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 別表 助成対象経費 

費 目 例  示 

謝 礼 金 学習活動等に招く外部講師への謝礼 など 

交 通 費 親子体験活動に要する貸切バス代、研修会への参加に要する公共

交通機関利用料金 など 

印刷消耗品費 会議資料等の印刷代、用紙・事務用品代 など 

（個人の所有物となるテキスト・教材等は不可）  

茶 菓 代 学習会、事業の企画実施に関する打ち合わせに要する茶菓代 など 

（弁当代は不可） 

通 信 費 切手はがき代、郵送料 など  

保 険 料 親子体験活動等を実施する際に加入するグループ保険料 など 

借 損 料 学習会・講演会等を開催する際の会場使用料、物品等の使用料、

学習施設等への入場料 など 

  ※上記の代金の支払いに係る振込手数料を含む。 

 

 

 

 



 

福岡市地域の教育力育成・支援協議会 
 

 電 話 ０９２－７１１－４６４５ 
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 E-mail  jinkendowa.BES@city.fukuoka.lg.jp 

 所在地 〒810-862１ 

     福岡市中央区天神一丁目８番１号 

     福岡市役所行政棟 11階 
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